
マ
ン
シ
ョ
ン
、

ビ
ル
な
ど
の

貯
水
槽
水
道
は
適
正
に

管
理
し
ま
し
ょ
う

◆
貯
水
槽
水
道
の
清
掃

専
門
業
者
に
よ
る
清
掃
を
１
年
に
１
回
以

上
行
い
ま
し
ょ
う
。

◆
給
水
設
備
の
点
検

貯
水
槽
や
自
動
制
御
装
置
、
給
水
ポ
ン
プ

な
ど
の
点
検
を
定
期
的
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

◆
水
質
検
査
の
実
施

じ
ゃ
口
か
ら
出
る
水
の
水
質
検
査
を
１
年

に
１
回
以
上
受
け
ま
し
ょ
う
。

◆
緊
急
時
の
対
応
を
確
認

水
の
汚
染
事
故
が
起
こ
っ
た
場
合
の
対
処

方
法
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

マ
ン
シ
ョ
ン
や
ビ
ル
な
ど
の
高
い
建
物
に
設
置
さ
れ
て
い
る
貯
水
槽
水

道
の
安
全
管
理
は
、
建
物
の
所
有
者
や
管
理
者
が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
建
物
の
利
用
者
へ
安
全
な
水
を
提
供
で
き
る
よ
う
、
適
正
に
管
理

し
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
貯
水
槽
水
道
の
容
量
や
所
有
者
な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は

届
け
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
給
排
水
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

マンションやビルなど、一部の高い建物
では水道管から供給された水をいったん受
水槽に貯め、これをポンプで屋上などにあ
る高置水槽にくみ上げてから各部屋に給水
しています。この供給施設の総称を「貯水
槽水道」といい、受水槽と高置水槽を合わ
せた設備を一般的に「貯水槽」といいます。

●貯水槽水道とは…

管
理
の
ポ
イ
ン
ト

水
洗
化

ア
ン
ケ
ー
ト
に

ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

上
下
水
道
局
で
は
現
在
、「
水
洗
化

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ま
で
多
数
の
か
た
に
ご

回
答
い
た
だ
き
、
ご
協
力
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
貴
重
な
ご
意
見

な
ど
は
今
後
の
事
業
運
営
の
参
考
に

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
ア

ン
ケ
ー
ト
は
継
続
し
て
実
施
し
ま
す

の
で
、
調
査
票
が
ご
自
宅
な
ど
に
届

い
た
際
は
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

給
排
水
課
普
及
指
導
係
☎(

８
２
３)

８
４
３
２

①
く
み
取
り
ト
イ
レ
の
廃
止
▼
50
万
円(

限
度
額)

②
浄
化
槽
か
ら
の
切
り
替
え
▼
25
万
円(

限
度
額)

①
く
み
取
り
ト
イ
レ
の
廃
止
▼
ど
ち
ら
の
場
合
も
２
万
円

②
浄
化
槽
か
ら
の
切
り
替
え

ご
自
宅
な
ど
で
水
洗
化
工
事
を
す
る
場
合
、
助
成
金
ま
た
は
無
利
子
の

融
資
あ
っ
せ
ん
制
度
を
利
用
で
き
ま
す
。

私
た
ち
の
快
適
な
生
活
を
支
え
る
公
共
下
水
道
へ
の
早
期
接
続
に
つ
い

て
、
ご
検
討
く
だ
さ
い
。
な
お
、
上
下
水
道
局
職
員
が
公
共
下
水
道
へ
未
接

続
の
ご
家
庭
を
訪
問
し
て
調
査
と
接
続
の
お
願
い
を
し
て
い
ま
す
。
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

助
成
金(

融
資
あ
っ
せ
ん
制
度
を
利
用
し
な
い
か
た
が
対
象)

無
利
子
の
融
資
あ
っ
せ
ん

問
い
合
わ
せ

公
共
下
水
道
へ
早
期
の

接
続
を
お
願
い
し
ま
す

給
排
水
課
普
及
指
導
係
☎(

８
２
３)

８
４
３
２

問
い
合
わ
せ
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●公共下水道が設置されている道路に接続している
●幅員が1.8㍍以上ある
●所有者が異なる家屋が２
棟以上ある
●私道敷地の所有者、その
他の権利者全員が公共下水
道の設置を承諾している
●私道沿線の受益者全員(図
の場合はＡとB)が受益者
負担金の納付について同
意している

公共下水道の認可区域内の私道で、次の要件を満た
している場合は、申請により公共下水道を設置します。

私道への公共下水道の整備

下水道建設課☎(864)1455

水道水以外の水を
ご使用になる場合の
下水道使用料など

井戸水・沢水など、水道水以外の水を使用
し、その排水を公共下水道、農業集落排水、
市が設置した浄化槽へ流す場合は、下水道使
用料、農業集落排水施設使用料、個別排水処
理施設使用料を負担していただきます。
そのため、水道水以外の水の使用を開始ま

たは中止する場合は、お客様センターへ必ず
届け出てください。
また、現在、水道水以外の水を使用してい

て、まだ届け出をしていないかたは、お客様
センターへご連絡ください。

「上下水道の広場」では、みなさまからのご意見、ご感想、ご質問などをお待ちしています。
あて先／〒010-0945川尻みよし町14-8 上下水道局総務課経営企画係☎(823)8434 ファクス(824)7414

Ｅメール ro-wtmn@city.akita.akita.jp
上下水道局ホームページでは水道と下水道に関するさまざまな情報をご覧になれますのでご利用ください。

http://www.city.akita.akita.jp/city/ws/

お客様センター☎(823)8431問い合わせ 問い合わせ

広報あきた 平成23年３月４日号05


